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令和２年度防災基本計画の改正

〇防災基本計画の改正（令和２年５月）

第３章 災害復旧・復興
第２節 迅速な原状復旧の進め方
２ 災害廃棄物の処理

○地方公共団体は，発生した災害廃棄物の種類，性状（土砂，ヘドロ，汚染物等）等を勘案し，その発生量を推計した上で，事前に策定
しておいた災害廃棄物処理計画等に基づき，仮置場，最終処分地を確保し，必要に応じて広域処理を行うこと等により，災害廃棄物の
計画的な収集，運搬及び処分を行い，災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を図る。加えて，ボランティア，ＮＰＯ等の支援を得て災害
廃棄物等の処理を進める場合には，社会福祉協議会，ＮＰＯ等と連携し，作業実施地区や作業内容を調整，分担するなどして，効率的
に災害廃棄物等の搬出を行うものとする。また，廃棄物処理施設については，災害廃棄物を処理しつつ，電力供給や熱供給等の

拠点としても活用することとする。

青字：令和2年5月改正部分

第５編 風水害対策編
第１章 災害予防

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害府復旧・復興への備え
３ 災害の拡大・二次災害の防止及び応急復旧活動関係
○国〔内閣府，国土交通省〕は，地方公共団体が被災者に対してブルーシートの設置や住宅修理を行う事業者を迅速に紹介できるよう，
環境整備を図るものとする。

○国〔内閣府，消防庁，防衛省〕は，地域の実情を踏まえ，市町村の判断により消防機関が，また有志により設置技術を有するＮＰＯ，
ボランティア等が，支援が必要な被災者から優先して，ブルーシートの設置支援をし，さらに公共性や緊急性等から必要な場合は自衛隊も

設置支援をすることとし，発災時にはそれぞれの役割分担を明確にし迅速に設置できるよう，環境整備を図るものとする。

令和元年度房総半島台風及び東日本台風の検証結果を受けて、効率的な災害廃棄物の処理に係る関
係者間の連携・調整等について、また、迅速な被災家屋へのブルーシートの設置や住宅修理も含め
た環境整備と、ブルーシート設置に係る役割分担等の環境整備について追記した。
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山形県 岐阜県 島根県 福岡県 長崎県 熊本県 大分県

令和２年度のボランティアの動き
１．災害ボランティアの活動
・７県28市町村の社協が災害ボランティアセンターを開設等し、

令和２年12月20日までに全国で約48,000人が活動。

・３市村で災害ボランティアセンターを開設中(令和3年３月17日時点）

熊本県 八代市、人吉市、球磨村

・家屋からの泥かきや、家財の片付け等を実施。

累計活動人数

47,847人（令和2年12月20日時点）

<主な活動例>

床板の除去作業 床下の泥出し

※ 全国社会福祉協議会資料、内閣府調査チーム報告資料をもとに内閣府（防災）作成

２．行政・社会福祉協議会・NPO等による
情報共有会議の開催状況

（１）各県レベルでの情報共有会議

・５被災県において、JVOAD(*)の協力の下行政・社会福祉協議

会・NPO等による情報共有会議」が開催され、情報共有や活動内

容の調整を実施。

(*)JVOAD：全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

岐阜県 岐阜県災害ボランティア連絡調整会議（7/13,7/21）

福岡県 令和２年７月豪雨福岡情報共有会議
（7/11,7/21,7/30,8/6）

佐賀県 葉隠会議（7/17,7/24）

熊本県
火の国会議（7/9～毎日開催）
※熊本地震以降、定期的に開催されていたが、7/8から令和
２年７月豪雨に関する内容で開催

大分県 おおいたの被災地をみんなで考えよう！
（7/11,7/16,7/22,7/29,8/5）

（２）全国レベルでの情報共有会議

・7/10,7/13,7/15,7/21に「全国情報共有会議コア会議」を開催。

＜コア会議構成員＞

内閣府、JVOAD、全国社会福祉協議会、中央共同募金会

上記に加え、内閣府の要請により、厚生労働省、環境省が出席。

8/11 火の国会議（熊本県）の様子

☂ ☂
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〇効果的な災害ボランティア活動を行うための地方公共団体と地域の社会福祉協議

会との連携促進について＜令和２年７月９日＞

・ボランティアの受入については、被災地の自治体と社会福祉協議会が十分に協議して、

ボランティアの受入内容を具体化することが必要。

新型コロナ禍における内閣府通知（ボランティア関連）について

〇新型コロナウイルスの感染が懸念される状況において、効果的な災害ボランティア

活動を行うための関係機関の連携強化について＜令和２年６月１日＞

・ボランティア活動の人員等に制約がある状況下で支援活動を効果的に行われるためには、

行政、社会福祉協議会、NPO等の支援団体が一層連携して支援活動の調整を行うことが重要。

・地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症へ対応するために要する経費※については、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用が可能。

※マスクやﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ等の物資の購入、ボランティアの受付や輸送に必要となる費用等
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新型コロナウイルスの感染が懸念される状況における
ボランティア・NPO等の災害対応ガイドライン(JVOAD作成)

〇NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）が令和2年6月1日
に発行（内閣府からも地方公共団体に周知）。

〇「支援者が感染を広げないこと」、「支援者の安全を確保すること」を 遵守しつつ、
新型コロナウイルス影響下での災害対応の判断基準となる指針を示すもの。
〇従来の災害対応と異なる点、災害対応の基本方針、NPO等支援組織の活動のあり
方、現地で支援を行う際に準備・確認すべきことなどを説明。

※JVOADホームページにおいて公開（状況が変化するなか、必要に応じて内容を更新）
http://jvoad.jp/news/korona-guide20200601/

新型コロナウイルス影響下において
ボランティア・NPO等が災害対応を行
うにあたっての基本方針を示す。

NPO等の支援組織による活動の
留意点を説明。

装備、医療機関、宿泊・移動手
段など現地で支援を行う際の準備・
確認すべきことを説明。 「被災地で
支援を行う場合のチェックリスト」も付
属。

特徴１ 特徴２ 特徴３

【基本方針】
１．支援は地元の意向に配慮すること

を前提に対応を考える。
２．支援は被災した地域内での対応

を中心とし、原則外部からの支援
は遠隔対応が主体。

３．現地災対本部や行政等の要請が
ある場合、支援に必要なノウハウを
有する支援者が被災地で活動す
ることがある。

【主な活動事項と留意点】
○先遣・調査
被害状況等の情報はできるだけ現地
に行かずに収集
○支援活動
現地団体による支援を基本とする。
○情報共有会議
三密を避けオンラインで行うことを推奨。
○行政等との調整
被災地の中間支援組織等が中心・
○リエゾン/コーディネーター
スキルを持った人を現地に派遣するこ
とがある。
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新型コロナウイルス感染が懸念される状況における災害ボランティアセンターの
設置・運営等について～全社協VCの考え方～（全国社会福祉協議会作成）

〇社会福祉法人全国社会福祉協議会が令和2年７月９日に発行。
（内閣府からも地方公共団体に周知）

〇新型コロナウイルス影響下における災害VCの設置・運営に関して、３つのポイントを示す。
〇この考え方を参考として、都道府県、市区町村社会福祉協議会における災害VCの設置・
運営の方針を策定するよう依頼。
※全国社会福祉協議会のホームページにおいて公開（http://www.saigaivc.com）

ポイント１

ポイント２

ポイント３

【災害VCの設置・運営】
〇災害VCの設置については、被災者ニーズに基づき、専門家等の意見を踏まえ、行政と協議し判断すること。
〇災害VCの設置を迅速に判断するため、発災前に市区町村行政と協議し必要事項を決定しておくこと。

【ボランティアの募集・受入れの基本的考え方】
〇ボランティアの募集範囲の拡大は、政府の基本的対処方針の考え方のもと、被災地域の住民のニーズや意見・意
向等を踏まえ、行政（都道府県および市区町村）と協議し判断すること。

〇ボランティアの募集にあたっては、参加の条件を予め周知・徹底すること。

【感染拡大防止に配慮した運営】
〇災害ボランティア活動を実施する際は、感染拡大防止を徹底すること。
〇不特定多数が災害VCに訪れることで密集状況となることがないように事前登録制等の工夫をすること。

http://www.saigaivc.com/
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〇全国７県２８市町村においてボランティアセンターを開設し、これまでのべ約４万８，０００人（R2.12.20時点）のボ
ランティアが支援活動を実施するとともに、１９６の支援団体が活動。（JVOADは、各県の支援団体ネットワーク
（熊本県のKVOAD等）が行う調整活動を支援）

〇今回の災害では、新型コロナウイルス感染症の懸念等から、ボランティアの募集範囲を県内や市町村内に
限定しており、ボランティアが大勢集まりにくい状況

→これを補うため、
①熊本県における県内ボランティアの参加促進（被災地へのボランティアバスの運行、高速道路無料措置）
②主にボランティアが行う被災家屋の片付け作業について、公的主体が補完し、連携

学生ボランティアによる活躍 家屋からの廃棄物の運び出し災害ボランティアセンターでの受付け

新型コロナウイルス感染症が懸念される中でのボランティア活動



 人吉市では災害ごみの搬出が着実に進んでおり、市内の道路の片付け状況は確実に改善

 一方で、災害ごみを搬出困難な方の家屋からの土砂・ごみ出しが生活再建の課題

 国、熊本県が人吉市を全力でサポートしつつ、人吉市、ボランティア、地元企業が一体となって、
搬出困難な方の家屋からの土砂・ごみ出しを加速化するため、以下の対策パッケージを実施

災害ごみ搬出困難な方の家屋からの土砂・ごみ出し支援パッケージ（人吉市）
人吉市 熊本県 内閣府 国土交通省 環境省

人吉市の道路沿いの
片付け状況

対策パッケージ

①ボランティア募集の強化
ボランティア募集の一層のPR強化、災害ボランティアバスの運

用等によるボランティア参加の促進

②地元企業を活用した土砂・ごみ出しの実施
大雨災害・コロナにより事業に影響を受けている地元企業

（例：森林業界、飲食店業界）に、市から土砂・ごみ出しを委託し、
地元の雇用を確保しつつ、土砂・ごみ出しを促進

③国交省・環境省連携の「廃棄物・土砂一括
撤去スキーム」との連携

家屋の外への搬出をボランティアや地元企業が実施し、庭先
に出た土砂や災害ごみは市が行う「廃棄物・土砂一括撤去ス
キーム」で撤去するなどの連携により、土砂・ごみ出しを促進
※家屋の外への搬出についても、市町村が必要と判断した場合には
「廃棄物・土砂一括撤去スキーム」の活用が可能

※「人吉市内の大型災害ゴミ一掃大作戦」により自衛隊が撤去支援 ※支援が必要な場合、自衛隊も協力
7
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令和２年７月豪雨を踏まえた今後の災害対応における取組の実施について

〇災害ボランティアセンターにおけるボランティアの受入について
・ボランティアの受入については、地域の実情を踏まえ、被災地の自治体と社会福協議会が十分に
協議して受入内容を具体化することが必要。

〇災害ボランティアセンターの費用に対する災害救助法の取り扱い
・救助を円滑かつ効果的に行うためには、災害救助とボランティア活動の調整が必要であり、その
調整に必要な人員確保に要する増嵩した旅費や人件費については、災害救助法の国庫負担の
対象となる。

〇ボランティアの参加促進策について
・限られた募集範囲の中では、可能な限り多くのボランティアが参加できるような促進策が有効。
（例：被災地までのボランティアバスの運行、被災地振興応援券の配布）

〇ボランティア活動を補う公助の充実について
・ボランティアの減少を補い、被災者の生活再建支援を確保するためには、公助を充実する対応
も重要。令和２年７月豪雨では、被災家屋内からの災害廃棄物や土砂の搬出の際に、行政、
民間事業者等、ボランティアが連携した取組みが行われた。留意点は以下のとおり。

①委託先の民間事業者等の確保
委託する民間事業者を平時から確保することが必要。また、業者の選定にあたっては、地域
の特性・実情に応じるとともに、自治体内の関係部局が連携して決定することが必要。

②自治体内での関係部局の連携体制の構築
災害廃棄物処理事業の担当部局と堆積土砂排除事業の担当部局の連携構築
行政の担当部局と災害ボランティアセンターとの連携構築



公助による救助の円滑化・効率化を図るため、救助とボランティア活動の
調整に必要な人員の確保について、災害救助法の国庫負担の対象とする。

近年、頻発化・激甚化する災害への対応に必要不可欠なボランティアの調整（受入・活動調整等）
を後押しすることで、公助による救助の円滑化・効率化を図る。

○ 災害ボランティア活動やそれを調整する災害ボランティアセンターの運営は、被災者を支援する
共助の取組として行われている。

〇 一方、近年わが国で災害が頻発化・激甚化する中、ボランティア活動は益々活発化しており、広
域から多数駆け付けるボランティアの調整の負担は増大している。

〇 公助の災害救助活動である避難所運営や障害物除去などの救助を円滑かつ効果的に行うためには、
公助の救助事務として、共助のボランティア活動との調整を実施することが必要となってきている。

災害ボランティアセンターに係る費用について

〇対象事務 ：災害ボランティアセンターで行う救助とボランティア活動の調整事務

〇対象経費 ：調整事務を行う人員を確保するための次の経費

・人件費（社協等職員の時間外勤務手当(休日勤務、宿日直を含む)及び社協等が雇用する臨時職

員及び非常勤職員の賃金）

・旅費（災害ボランティアセンターに派遣する職員に係る旅費）

※令和２年７月豪雨以降の災害に適用

＜概要＞

＜背景・課題＞

9
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令和２年度福島県沖を震源とする地震に係るボランティア活動

（１）被災住宅への応急対応（ブルーシート設置）や修理を円滑に進める

ための、対策例をご紹介

２）ブルーシート設置の講習会を実施できるNPO団体をご紹介

＜国交省の事例＞

＜国交省の事例＞

暴風等により住宅の屋根被害が発生し、技術を有するNPO等によりブルーシート設置による応急対応が行
われた。令和元年房総半島台風の際にまとめた対応策事例等を被災した宮城県・福島県に紹介

３）「長持ちするブルーシートの張り方」の共有

＜千葉県の事例＞
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